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目的　近年，事業所内に設置された施術所（治療室）において産業医等と連携して社員の健康維持，
増進を図るため，あん摩マッサージ指圧および鍼灸の施術を行う視覚障害者がヘルスキーパー
として企業に雇用される機会が増加している。そこで，ヘルスキーパーの雇用状況や雇用に対
する意識について明らかにするために調査を行った。

方法　調査対象は，関東甲信越地区においてヘルスキーパーを雇用している企業206社とした。調
査は，無記名による自記式のアンケート調査により実施した。調査項目は，調査対象企業の基
本属性，ヘルスキーパーの雇用と意識，新型コロナウイルス感染症による業務への影響に関す
る項目とした。

結果　54件の回答があった（回収率26.2％）。企業の主な業種は，サービス業11件（20.4％）が最
も多く，次いで情報通信業 9 件（16.7％）であった。ヘルスキーパーの雇用人数の中央値は2.5
人であった。雇用形態は，正社員と契約社員ではそれぞれ30件（55.6％）であった。ヘルスキー
パールームの設置のきっかけは，従業員の健康の保持と増進のため49件（90.7％）が最も多く，
次いで障害者の法定雇用率を達成させるため37件（68.5％），企業の社会的責任を果たすため
22件（40.7％）と続いた。「ヘルスキーパーは貢献できていると思うか」は，肯定的意見（そ
う思う，どちらかといえばそう思う）51件（94.4％）であった。「ヘルスキーパーは従業員の
健康保持増進に役立っていると思うか」は，肯定的意見（そう思う，どちらかといえばそう思
う）51件（94.4％）であった。新型コロナウイルス感染症による業務への影響については，ヘ
ルスキーパーの勤務状況が従来通りで変わりがなかったのは 7 件（13.0％）にとどまり，多く
は在宅勤務（一部または全部）や時短勤務となり，通常の業務が行うことができていなかった。

結語　関東甲信越地区におけるヘルスキーパーを雇用している企業を対象にヘルスキーパーの雇用
状況や雇用に対する意識について調査し，ヘルスキーパーの雇用や今後の視覚障害を有する鍼
灸マッサージ師の雇用を推進する上で貴重な基礎資料を得ることができた。

キーワード　視覚障害者，ヘルスキーパー，雇用実態，鍼灸，マッサージ，調査

Ⅰ　緒　　　言

　企業の社会的責任の意識の高まりや，障害者
の就労意欲の向上の中で障害者雇用は進展して
いる。一方で，障害者の法定雇用率を達成して

いる企業の割合は平成30年時点で45.9％にとど
まっており1），半数以上の企業が達成していな
いなど課題も残されている。独立行政法人高
齢・障害・求職者雇用支援機構障害者職業総合
センターによると，全国における視覚障害者が

＊ 1 筑波技術大学保健科学部保健学科鍼灸学専攻准教授　＊ ２ 同教授　＊ ３ 同講師　

＊ ４ 横浜市立盲特別支援学校主幹教諭　＊ 5 都立文京盲学校主幹教諭

　投稿

ヘルスキーパー雇用企業に対する
雇用実態および雇用意識に関する調査

近
コン

藤
ドウ

　宏
ヒロシ
＊ １　石

イシ

崎
ザキ

　直
ナオ

人
ト
＊ ２　福

フク

島
シマ

　正
マサ

也
ヤ
＊ ３

磯
イソ

　勇
イサ

雄
オ
＊ 4　田

タ

中
ナカ

　秀
ヒデ

樹
キ
＊ 5



―　 ―34

第70巻第 2号「厚生の指標」2023年 2 月

従事している職業は，調査対象者1,174人に対
し，あん摩マッサージ師（32.4％）が最も多い２）。
その中でヘルスキーパーとして雇用される人数
は，増加傾向にあるが，正確に把握することは
できていない３）４）。ヘルスキーパーとは，社員
として企業に雇用され，事業所内に設置された
施術所（治療室）において，産業医等と連携し
て社員の健康維持，増進を図るため，あん摩
マッサージ指圧および鍼灸の施術を行う者のこ
とをいう5）。ヘルスキーパーを導入している企
業の多くは大企業であることからも社会保障な
どの雇用条件が他の職種と比較し充実している
ことなどから，この職種への期待が高く，近年，
視覚障害を有する鍼灸マッサージ師にとって有
望な職種の 1 つであるといわれている３）。これ
まで，ヘルスキーパーの実態に関する調査が行
われ，属性や年収などの雇用状況，ヘルスキー
パー自身の業務上の不安などの意識について報
告されている３）。これらの調査ではヘルスキー
パー自身を対象とした調査であり，雇用側であ
るヘルスキーパーが在職する企業を対象とした
調査は行われていない。ヘルスキーパー雇用に
対する雇用側の意識について把握することは，
今後，ヘルスキーパーの雇用を検討するための

基礎資料や視覚障害者の雇用促進や発展につな
がることが期待できる。
　本研究の目的は，ヘルスキーパーの雇用状況
や雇用に対する意識について明らかにすること
である。

Ⅱ　方　　　法

（ １）　調査対象
　調査対象は，関東甲信越地区においてヘルス
キーパーを雇用している企業206社とした。な
お，雇用企業名簿は関東甲信越地区盲学校・養
成施設進路指導協議会が管理しているデータ
ベースを活用した。

（ ２）　調査方法
　調査は，無記名による自記式調査により実施
した。調査期間は令和 ３ 年 1 月29日から ３ 月29
日とした。調査票は調査依頼状とともに対象企

表 １　調査対象企業の基本属性（ｎ＝54）
ｎ ％

主要な業種 サービス業（他に分類されないもの） 11 20.4
情報通信業 9 16.7
金融業，保険業 8 14.8
卸売業，小売業 5 9.3
学術研究，専門・技術サービス業 5 9.3
建設業 4 7.4
製造業 3 5.6
教育，学習支援業 3 5.6
電気・ガス・熱供給・水道業 1 1.9
運輸業，郵便業 1 1.9
不動産業，物品賃貸業 1 1.9
医療，福祉 1 1.9
複合サービス事業 1 1.9
その他 1 1.9

ヘルスキーパー
在籍先

特例子会社である 17 31.5
特例子会社でない 37 68.5

ヘルスキーパーが
施術業務を行っ
ている事業所の
常勤の従業員数

200人以下 3 5.6
201～300人 4 7.4
301～500人 4 7.4
501～1,000人 13 24.1
1,001～1,500人 4 7.4
1,501～2,000人 5 9.3
2,001人以上 9 16.7
該当する事業所が複数ある 12 22.2

表 ２　ヘルスキーパーの雇用状況（ｎ＝54）
ｎ ％

すべての視覚障害
者の雇用人数

中央値［最小－最大］ 5 ［1－33］
1 人 14 25.9
２ 人 4 7.4
３ 人 5 9.3
４ 人 2 3.7
5 人 3 5.6
6 ～10人 11 20.4
11～20人 7 13.0
21人以上 5 9.3
無回答 3 5.6

視覚障害者のうち，
ヘルスキーパーの
雇用人数

中央値［最小－最大］ 2.5 ［1－32］
1 人 21 38.9
２ 人 6 11.1
３ 人 6 11.1
４ 人 2 3.7
5 人 5 9.3
6 ～10人 7 13.0
11～20人 5 9.3
21人以上 2 3.7

ヘルスキーパーの
雇用形態

（複数回答）

正社員 30 55.6
契約社員（嘱託社員） 30 55.6
パート 2 3.7

ヘ ル ス キ ー パ ー
ルーム 1 カ所の 1
日に利用できる予
約枠の最大人数

中央値［最小－最大］ 7.5 ［4－56］
４ 人以下 2 3.7
5 人 7 13.0
6 人 7 13.0
7 人 11 20.4
8 人 8 14.8
9 人 1 1.9
10人 7 13.0
11～20人 7 13.0
21人以上 4 7.4
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業の人事部署に送付した。調査票の回答は，人
事担当者，または状況に詳しい担当者に依頼し
た。なお， ２ 月28日に再（回答）依頼を送付し
た。調査項目は，調査対象企業の基本属性（主
要業種，特例子会社の有無，常勤の従業員数，
視覚障害者の雇用人数，ヘルスキーパー雇用人
数，ヘルスキーパーの雇用形態，予約枠数），
ヘルスキーパーの雇用と意識（ヘルスキーパー
ルーム設置のきっかけ，企業への貢献度，従業
員の健康保持増進への役立ち度，導入のメリッ
ト，今後の採用意向，ヘルスキーパーのための
研修，ヘルスキーパーへの就労前に身につけて
おいてほしいこと），新型コロナウイルス感染

症による業務への影響（ヘルスキーパーの勤務
状況，ヘルスキーパーの雇用維持への影響，ヘ
ルスキーパーの採用への影響）に関する計17項
目の設問とした。なお，ヘルスキーパーの雇用
と意識に関する項目については新型コロナウイ
ルス感染拡大前の通常の状態を，新型コロナウ
イルス感染症による業務への影響については令
和 ２ 年12月末日時点での状況を尋ねた。
　単変量の集計は，名義尺度は頻度および割合
で表記した。連続変数は中央値，最小値，最大
値で表した。
　本研究は，筑波技術大学研究倫理委員会の承
認を経て実施した（承認年月日令和 ２ 年11月20

日。承認番号2020-23）。また
本研究に関する利益相反はな
い。

Ⅲ　結　　　果

（ １）　回答企業の基本属性
　表 １に回答企業の基本属性
を示した。調査票を送付した
206件中54件が回答した（回
収率26.2％）。主な業種は，
サービス業11件（20.4％），
情報通信業 9 件（16.7％），
金融業，保険業 8 件（14.8％），
卸売業，小売業 5 件（9.3％），
学術研究，専門・技術サービ
ス業 5 件（9.3％）と続いた。
特例子会社にヘルスキーパー
が在籍しているのは17件（31.5
％）であった。ヘルスキー
パーが施術業務を行っている
事業所に勤務している常勤の
従業員数は，501～1,000人13
件（24.1％），2,001人以上 9
件（16.7 ％），1,501～2,000
人 5 件（9.3％）と続いた。
なお，該当する事業所が複数
ある企業は12件（22.2％）で
あった。

表 ３　ヘルスキーパーの雇用に関する意識（ｎ＝54）
ｎ ％

ヘルスキーパー
ルームを設置する
ことになったきっ
かけ

（複数回答）

従業員の健康の保持と増進のため 49 90.7
障害者の法定雇用率を達成させるため 37 68.5
企業の社会的責任を果たすため 22 40.7
盲学校等理療科の就職支援担当教員から紹介されたため 7 13.0
事業拡大等による従業員数の増加により障害者雇用枠が増大したため 5 9.3
ハローワークから紹介されたため 3 5.6
従業員からの希望があったため 3 5.6
他社や知り合いから紹介されたため 3 5.6
民間の職業紹介事業者から紹介されたため 1 1.9
産業医・保健師から提案（あるいは紹介）があったため 1 1.9
障害者雇用に関する支援機関から紹介されたため 1 1.9
その他 7 13.0

ヘルスキーパーは
貢献できていると
思うか

そう思う 39 72.2
どちらかといえばそう思う 12 22.2
どちらかといえばそう思わない - -
そう思わない - -
わからない 1 1.9
無回答 2 3.7

ヘルスキーパーは
従業員の健康保
持増進に役立っ
ていると思うか

そう思う 34 63.0
どちらかといえばそう思う 17 31.5
どちらかといえばそう思わない - -
そう思わない - -
わからない 2 3.7
無回答 1 1.9

ヘルスキーパーを
導入して良かった
と感じること

（複数回答）

従業員の精神的・身体的な問題が改善された 37 68.5
従業員の福利厚生に関する満足度が上がった 30 55.6
障害者の雇用率が上がった 28 51.9
視覚障害に対する従業員の理解が進んだ 22 40.7
従業員の健康に対する意識が向上した 11 20.4
会社として視覚障害者雇用のノウハウを学ぶことができた 11 20.4
視覚障害者の働く姿勢に刺激を受けて職場全体の意欲が向上した 3 5.6
職場全体の雰囲気が良くなった 2 3.7
従業員の病気などによる欠勤率が減った - -
従業員の対人態度が柔らかくなった - -
その他 3 5.6
無回答 1 1.9

ヘルスキーパーを
今後も採用した
いか

採用したい 21 38.9
どちらかといえば採用したい 13 24.1
どちらかといえば採用したくない - -
採用したくない 1 1.9
わからない 18 33.3
無回答 1 1.9
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（ ２）　ヘルスキーパーの雇用状況と意識
　表 ２にヘルスキーパーの雇用状況について示
した。企業全体の視覚障害者の雇用人数の中央
値［最小-最大］は 5 人［ 1 -33］で，視覚障害
者のうち，ヘルスキーパーの雇用人数は2.5人
［ 1 -32］であった。
　ヘルスキーパーの雇用形態（複数回答）は，
正社員30件（55.6％），契約社員30件（55.6％），
パート ２ 件（3.7％）であった。ヘルスキー
パールーム 1 カ所の 1 日に利用できる予約枠の
最大人数は7.5人［ ４ -56］であった。
　表 ３にヘルスキーパーの雇用に関する意識に
ついて示した。ヘルスキーパールームを設置す
ることになったきっかけ（複数回答）は，従業
員の健康の保持と増進のため49件（90.7％），
障害者の法定雇用率を達成させるため37件（68.5
％），企業の社会的責任を果たすため22件（40.7
％）と続いた。「ヘルスキーパーは貢献できて
いると思うか」は，肯定的意見（そう思う，ど
ちらかといえばそう思う）51件（94.4％）で
あった。「ヘルスキーパーは従業員の健康保持
増進に役立っていると思うか」は，肯定的意見
（そう思う，どちらかといえばそう思う）51件
（94.4％）であった。ヘルスキーパーを導入し

て良かったと感じること（複数回答）は，従業
員の精神的・身体的な問題が改善された37件
（68.5％）が最も多く，次いで従業員の福利厚
生に関する満足度が上がった30件（55.6％）で
あった。「ヘルスキーパーを今後も採用したい
か」は，採用意向あり（採用したい，どちらか
といえば採用したい）34件（63.0％）であった。

（ ３）　ヘルスキーパーの研修状況
　表 4にヘルスキーパーの研修状況について示
した。ヘルスキーパーの資質向上のための研修
については，なんらかの研修を行っている企業
は34件（63.0％）であった。なお，会社主導
（ｎ＝ 8 ）および会社主導とヘルスキーパー主
導の両方の研修を行っている企業（ｎ＝12）で
の実施方法は，社内研修15件（75.0％）が最も
多く，次いでeラーニング11件（55.0％）と続
いた。研修内容については，鍼・マッサージ関
連の知識技術研修11件（55.0％）が最も多く，
次いでマナー研修 8 件（40.0％），ダイバーシ
ティ研修 8 件（40.0％）と続いた。

（ 4）　鍼・マッサージの技術や知識以外で就労
前に身につけておいてほしいこと

　表 5に鍼・マッサージの技
術や知識以外で就労前に身に
つけておいてほしいことにつ
いて示した。全体では，「報
連相」を基本とした，ビジネ
スにおいて必要なコミュニ
ケーション36件（66.7％），
社会人としての自覚や責任を
もつ28件（51.9％），社会人
としての基本知識を獲得し，
信頼されるビジネスパーソン
になる24件（44.4％）であっ
た。

（ 5）�　新型コロナウイルス感
染症によるヘルスキー
パー業務への影響

　表 6に新型コロナウイルス

表 4　ヘルスキーパーの研修状況（ｎ＝54）
ｎ ％

ヘルスキーパー
の資質向上のた
めの研修状況

ヘルスキーパー主導で研修が行われている 14 25.9
ヘルスキーパーの研修は行われていない 14 25.9
会社主導とヘルスキーパー主導の両方の研修が行われている 12 22.2
会社（人事，ヘルスキーパー以外の上司）主導で研修が行われている 8 14.8
わからない，把握していない 3 5.6
その他 2 3.7
無回答 1 1.9

ヘルスキーパー
の研修の実施方
法1）（複数回答）

（ｎ＝20）

社内研修 15 75.0
ｅラーニング 11 55.0
社外研修（外部講習・外部派遣） 9 45.0
その他 2 10.0

ヘルスキーパー
の研修内容1）

（複数回答）
（ｎ＝20）

鍼・マッサージ関連の知識技術研修 11 55.0
マナー研修 8 40.0
ダイバーシティ研修 8 40.0
メンタルヘルス研修 5 25.0
ICT・ビジネススキル研修 5 25.0
経営理念・DNA継承研修 3 15.0
その他 3 15.0
リーダーシップ研修 1 5.0
コーチングスキル研修 1 5.0
プレゼンテーションスキル研修 1 5.0
無回答 1 5.0

注　1）　会社主導（ｎ＝ 8 ）および会社主導とヘルスキーパー主導の両方の研修を行っている
企業（ｎ＝12）に実施方法と研修内容の回答を求めた。
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感染症による業務への
影響について示した。
令和 ２ 年12月末日時点
のヘルスキーパーの勤
務状況は，原則として
出社していたが，たま
に在宅勤務していた17
件（31.5％）が最も多
く，次いで，原則とし
て在宅勤務だが，たま
に 出 社 し て い た10件
（18.5％），全面的に
在宅勤務や自宅待機し
て い た10件（18.5 ％），
従来通り出社しており，
変わりはなかった 7 件
（13.0％），従来通り
出社していたが，時短
勤務があった ４ 件（7.4
％），その他 6 件（11.1
％）であった。出社し
ているヘルスキーパー
（ｎ＝38）の34件（89.5
％）が縮小して業務を
行っていた。「新型コ
ロナウイルス感染症は，
今後のヘルスキーパー
の雇用維持に影響する
と思うか」は，否定的意見
（そう思わない，どちらかと
いえばそう思わない）27件
（50.0％），肯定的意見（そ
う思う，どちらかといえばそ
う思う）20件（37.0％），わ
か ら な い 7 件（13.0 ％） で
あった。「新型コロナウイル
ス感染症は，今後のヘルス
キーパーの採用に影響すると
思うか」については，否定的
意見（そう思わない，どちら
かといえばそう思わない）24
件（44.4 ％）， 肯 定 的 意 見

表 5　鍼・マッサージの技術や知識以外で就労前に身につけておいてほしいこと（ｎ＝54）
ｎ ％

1 位 社会人としての自覚や責任をもつ 18 33.3
「報連相」を基本とした，ビジネスにおいて必要なコミュニケーション 14 25.9
社会人としての基本知識を獲得し，信頼されるビジネスパーソンになる 10 18.5
「相手に伝わる」話し方を身につける 2 3.7
即戦力として必須のパソコンスキルの基本操作を習得する 2 3.7
組織人としての仕事の手順を理解し，業務の進め方を学ぶ 2 3.7
社会人としての理論力，思考力を身につける 2 3.7
文書の構造を理解し，「相手目線」の文書を書く力を身につける - -
その他 1 1.9
無回答 3 5.6

２ 位 「報連相」を基本とした，ビジネスにおいて必要なコミュニケーション 15 27.8
社会人としての基本知識を獲得し，信頼されるビジネスパーソンになる 10 18.5
社会人としての自覚や責任をもつ 6 11.1
即戦力として必須のパソコンスキルの基本操作を習得する 5 9.3
「相手に伝わる」話し方を身につける 4 7.4
組織人としての仕事の手順を理解し，業務の進め方を学ぶ 4 7.4
社会人としての理論力，思考力を身につける 3 5.6
文書の構造を理解し，「相手目線」の文書を書く力を身につける 2 3.7
その他 1 1.9
無回答 4 7.4

３ 位 即戦力として必須のパソコンスキルの基本操作を習得する 11 20.4
「相手に伝わる」話し方を身につける 8 14.8
「報連相」を基本とした，ビジネスにおいて必要なコミュニケーション 7 13.0
組織人としての仕事の手順を理解し，業務の進め方を学ぶ 7 13.0
社会人としての理論力，思考力を身につける 6 11.1
社会人としての基本知識を獲得し，信頼されるビジネスパーソンになる 4 7.4
社会人としての自覚や責任をもつ 4 7.4
文書の構造を理解し，「相手目線」の文書を書く力を身につける 1 1.9
その他 - -
無回答 6 11.1

1 ～ ３ 位 「報連相」を基本とした，ビジネスにおいて必要なコミュニケーション 36 66.7
社会人としての自覚や責任をもつ 28 51.9
社会人としての基本知識を獲得し，信頼されるビジネスパーソンになる 24 44.4
即戦力として必須のパソコンスキルの基本操作を習得する 18 33.3
「相手に伝わる」話し方を身につける 14 25.9
組織人としての仕事の手順を理解し，業務の進め方を学ぶ 13 24.1
社会人としての理論力，思考力を身につける 11 20.4
文書の構造を理解し，「相手目線」の文書を書く力を身につける 3 5.6
その他 2 3.7
無回答 3 5.6

表 6　新型コロナウイルス感染症による業務への影響
ｎ ％

令和 ２ 年12月末日時
点のヘルスキーパー
の勤務状況（ｎ＝54）

原則として出社していたが，たまに在宅勤務していた 17 31.5
原則として在宅勤務だが，たまに出社していた 10 18.5
全面的に在宅勤務や自宅待機していた 10 18.5
従来通り出社しており，変わりはなかった 7 13.0
従来通り出社していたが，時短勤務があった 4 7.4
その他 6 11.1

ヘルスキーパー業務
の状況1）（令和 ２ 年12
月末日時点）（ｎ＝38）

縮小して行っていた 34 89.5
従来通り行っていた 4 10.5
行っていなかった - -

新型コロナウイルス
感染症は，今後のヘ
ルスキーパーの雇用
維持に影響すると思
うか（ｎ＝54）

そう思う 9 16.7
どちらかといえばそう思う 11 20.4
どちらかといえばそう思わない 16 29.6
そう思わない 11 20.4
わからない 7 13.0

新型コロナウイルス
感染症は，今後のヘ
ルスキーパーの採用
に影響すると思うか
（ｎ＝54）

そう思う 10 18.5
どちらかといえばそう思う 13 24.1
どちらかといえばそう思わない 12 22.2
そう思わない 12 22.2
わからない 6 11.1
無回答 1 1.9

注　1）　ヘルスキーパー業務の状況については，令和 ２ 年12月末日時点で，ヘルスキーパーが
全面的に在宅勤務でなく出社することができた企業（ｎ＝38）に回答を求めた。
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（そう思う，どちらかといえばそう思う）23件
（42.6％），わからない 6 件（11.1％）であっ
た。

Ⅳ　考　　　察

（ １）　ヘルスキーパーの雇用状況
　ヘルスキーパーの雇用人数の中央値は2.5人
であった。特例子会社を対象としたヘルスキー
パーの雇用状況に関する調査では， 1 社当たり
のヘルスキーパーの雇用数は平均5.7人であっ
たと報告されている6）。それぞれの調査結果の
値が中央値と平均値との違いがあり，ヘルス
キーパーの雇用人数を比較するのは困難である。
一方で，最少数は 1 人，最大数は32人で企業に
より雇用人数の規模が大きく異なることが明ら
かになった。事業所規模の状況や，各企業のヘ
ルスキーパー雇用に対する意識などが反映して
いる可能性が考えられるが，今回の研究から明
らかにすることは行っていない。ヘルスキー
パーの雇用形態については正社員と契約社員が
同率であった。藤井らが行った日本視覚障害ヘ
ルスキーパー協会の会員等118人を対象に実施
した調査３）では，雇用形態は，正社員と嘱託ま
たは契約社員とがそれぞれほぼ半数を占めてい
たと報告しており，本研究と同様の傾向を示し
た。また，厚生労働省の「平成30年度障害者雇
用実態調査」7）によると，視覚障害を含む身体
障害者の雇用形態は正社員が52.5％であったこ
とから，ヘルスキーパーの雇用形態が正社員で
ある割合は，身体障害者の雇用形態の正社員の
割合とほぼ同率であると考える。

（ ２）　ヘルスキーパーの雇用に関する意識
　障害者雇用義務のある企業を対象に行った調
査によると，障害者雇用のきっかけは「法定雇
用率を達成するため」（68％）が最も多く，次
いで「企業としての社会的責任を果たすため」
（44％）と報告されている8）。本研究の結果で
も障害者の法定雇用率の達成（68.5％）や，企
業の社会的責任を果たすため（40.7％）は上位
を占めた。一方で，最も多かった回答は，従業

員の健康の保持と増進のため（90.7％）であっ
た。また，ヘルスキーパーを導入して良かった
点について，従業員の精神的・身体的な問題の
改善や従業員の福利厚生に関する満足度の向上
などの意見が上位を占めていた。さらに，従業
員の健康保持増進に対する有用性に関する項目
でも満足度が非常に高く，ヘルスキーパーの企
業に対する貢献度も非常に高い結果であった。
近年，企業では，健康経営の 1 つとして，従業
員等の健康管理を経営的な視点で考え，従業員
の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化を
もたらし，結果的に業績向上などにつなげるこ
とが期待されている9）。従業員の業務の能率向
上と健康増進を業務の目的としているヘルス
キーパーは，企業での役割を十分に果たし，健
康経営に貢献していると考える。

（ ３）　新型コロナウイルス感染症による業務へ
の影響

　2019年12月に中華人民共和国湖北省武漢市で
「原因不明のウイルス性肺炎」として確認され
て以降，新型コロナウイルス感染症（COVID- 
19）は，世界的な流行が継続しており収束の目
処は立っていない。この間，行政からの外出自
粛に伴う事業所への出勤自粛の要請やテレワー
クの推進などにより企業の活動に大きな影響を
及ぼしている10）。本研究の結果からヘルスキー
パー業務にも影響を及ぼしていることが明らか
になった。ヘルスキーパーの勤務状況が従来通
りで変わりがなかったのは，13.0％にとどまり，
多くは在宅勤務（一部または全部）や時短勤務
となり，通常の業務が行うことができない状況
であることがうかがえる。日本視覚障害ヘルス
キーパー協会の会員を対象とした調査によると，
2021年 6 月時点で32.4％のヘルスキーパーが出
勤していないと報告している11）。従業員を対象
に対面で鍼・マッサージの施術を行うヘルス
キーパーにとって今なお大きな影響を及ぼして
いることが推測された。

（ 4）　研究の限界と今後の課題
　本研究の限界として，本調査の対象は，関東
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甲信越地区の企業を対象とした限局した調査で
あり，ヘルスキーパーを雇用している企業全体
の特徴を示したものではない。しかしながら，
ヘルスキーパーの雇用状況や企業側の意識に関
する情報の一端を得ることはできた。今後の課
題として，本研究で得られた情報を元とした全
国的な調査への発展や，ヘルスキーパーの雇用
や今後の視覚障害を有する鍼灸マッサージ師の
雇用の推進についての方策が必要である。これ
らについては，今後の検討の課題としたい。
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